
大路川流域治水
ビジョンについて

令和６年 ６月 ５日
鳥取県県土整備部河川港湾局河川課

説明資料２
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令和５年台風７号による出水状況等について

令和６年６月 ５日

国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所
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水位(m) 既往洪水での千代川（用瀬水位流量観測所）における水位

計画高水位（4.96m）

氾濫危険水位（4.00m）

避難判断水位（3.20m）

氾濫注意水位（3.00m）

水防団待機水位（2.00m）
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累加雨量：298mm

(8/14 20:00 ~ 8/16 4:00)

台風7号通過時の鳥取河川国道事務所の対応
千代川の状況（千代川水系千代川 用瀬地点）

■千代川水系千代川 用瀬水位観測所
【智頭雨量観測所】

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

 千代川水系千代川 用瀬地点において、氾濫危険水位（4.00m）を超過し、最高水位4.31mを記録（観測史上最高）しました。
もちがせ

最高水位
4.31m （8/15 17:20）

雨量
水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位

雨量・水位グラフ 凡例

観測史上最高水位
8/14 8/15 8/16

■累加雨量図（Cﾊﾞﾝﾄﾞﾚｰﾀﾞ）【国土交通省作成】

※降り始めからの総雨量
（8/14 9:00～8/16 9:00）

(4.00m)

(3.20m)

(3.00m)

もちがせ

千代川

智頭雨量
観測所

用瀬水位
観測所

行徳水位
観測所
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台風7号通過時の鳥取河川国道事務所の対応状況
（CCTV映像）

8月15日 18時頃

8月15日 18時頃千代川水系千代川（行徳水位観測所付近） 平常時

千代川水系千代川（用瀬水位観測所付近） 平常時

出水状況

出水状況
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台風7号通過時の鳥取河川国道事務所の対応
千代川の状況水防対応（用瀬）

用瀬水位と水防対応

用瀬水位に応じて洪水予報、水防警報及び首長へのホットラインを行い、地域住民の避難等へ繋がる情報発信を行った。
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鳥取河川国道事務所■これまで実施した主な事業箇所

千代川

殿ダム ※H23年度完了
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10
用瀬陸閘門設置状況

台風7号通過時の鳥取河川国道事務所の対応状況
用瀬陸閘門の設置



 千代川流域では、令和５年８月14日未明から15日未明にかけて大雨となり、智頭（ちず）雨量観測所では２日雨量が318mmと、過去に浸水被害のあった
平成10年10月洪水（台風第10号）時の雨量を超過する記録的な雨量を観測。

 「防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策」および「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」等により、河道掘削や固定堰改築
等を実施してきたことで鳥取市用瀬町美成地先（23k200付近）において約0.8mの水位低減効果を発揮。

 今回の出水では、平成10年10月出水を超える雨量であったが、これまでの治水事業により浸水被害を大幅に軽減した。

水位低減効果

智頭雨量観測所

鳥取市

八頭町

千代川
殿ダム

千代川

23k200地点

千代川

整備範囲

河道掘削

堰改築

3か年緊急対策範囲
（河道掘削・堰改築）

23k200付近

用瀬町美成地区 整備状況（23k200付近）

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。
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今回水位（河道掘削後）

▼57.67m（推定）

河道掘削と堰改築を
実施しなかった場合

▼56.84m

河道掘削と堰改築により
約0.8mの水位低減効果

HWL 58.23m

鳥取河川国道事務所
河川改修による治水効果（千代川水系千代川）

速報版

11



鳥取河川国道事務所
ダムの洪水調節による治水効果（千代川水系袋川）
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災害復旧支援

鳥取市佐治町尾際
（県道482号）

令和5年8月の台風7号による被害のあった地域に照明車（2台）を派遣
佐治川周辺や野坂川周辺の道路崩落箇所の災害復旧を支援

鳥取市河内
（県道281号）
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令和５年台風第７号を踏まえた佐治川流域安全確保に関するとりくみ

令和６年６月５日

鳥取県県土整備部河川港湾局河川課
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 県では令和５年台風第７号など、気候変動に伴い激甚化した災害被害を踏まえた防災機
能向上を図るため、「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業」により、県・市町村
等関係機関が連携し、専門家の意見を伺いながら創造的復興を進めていくこととしている。

当時の被災状況や佐治川の緊急放流を
踏まえた課題抽出、改善策等について有
識者や関係機関の意見を聞きながら、検
討を進める。

災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業

①災害復旧工法検討（改良復旧事業含む）

②佐治川流域安全確保に関する検討

③佐治川流域インフラ機能強化検討

④江川流域（湯山地区）における浸水要因検証

⑤農業用水路の応急対応や強靭化・機能向上検討

⑥避難情報の発令に係るガイドラインの策定等

（鳥取大学 柗見先生、三輪教授）

（鳥取大学 谷本教授、桑野教授）

（鳥取大学 宮本教授、河野助教）

（鳥取大学 緒方教授）

防災対策研究会（県・市町村）

（１）佐治川流域安全確保協議の概要と経過

（※業務委託により実施し、進捗状況により適宜、必要に応じて有識者の意見を伺う）

令和５年１０月６日第１回協議の様子
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平成３０年７月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会

 平成３０年７月豪雨により愛媛県の肱川（ひじかわ）の野村ダム・鹿野川ダムなど多数の
ダムで、計画規模を上回る降水により異常洪水が発生し、下流域で氾濫被害が発生した。

 鳥取県ではこの事象を教訓に、「平成３０年７月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方
研究会」を設置し、とりまとめた内容を踏まえ、「豪雨災害での犠牲者ゼロ」を目指して
ハード・ソフト対策を進めている。

＜とりまとめた「ダム放流の安全・避難対策」と⇒進捗＞
■継続した取組が必要な対策
• ダム放流時の安全な避難体制について関係者で協議を進める
• 堆砂対策の推進 ⇒ ダム再生事業として検討中（令和５年度中にとりまとめ予定）
• ダム機能、ダムの放流リスクの住民周知 ⇒ 住民説明会や避難訓練の実施
• 防災リーダー育成、避難タイムライン作成、避難訓練の実施

■うち比較的短期間に実施できる対策
• 利水調整関係者協議と事前放流の積極的実施に関する利水調整

⇒構造的に事前放流が可能な県内全てのダムで令和２年８月までに「治水協定」を締結済み
※佐治川ダムについては、平成３１年３月に県と企業局の覚書に基づき運用）

• ダム流入予測システムの導入
⇒ 令和２年度に導入し、令和４年６月に本格運用開始（佐治川ダム、賀祥ダム）

• ダム下流部の浸水想定区域図の作成 ⇒ 令和３年６月公表（公表までに住民説明を実施）
• 水位計、ライブカメラの設置、警報車からのアナウンス改善等あらたな情報配信の検討

⇒ 水位計、ライブカメラの増設【水位計：２基→５基、ライブカメラ：２基→１３基
⇒ 警報局の増設と放送文の改善【警報局：２１基→２２基、うち４基でスピーカーの増設】

※研究会では、ダムだけでなく、「避難に関する住民の意識醸成」、自助・共助・公助が一体となった避難体制の構
築」、「要配慮者避難支援体制の構築」等についてもとりまとめを行っている。 16



ハード・ソフト対策の進捗状況の例示

■佐治川ダム下流部における浸水想定区域図（想定最大規模）■警報局の増設及びスピーカーの増設（音量基準以下の解消）

■ダム流入量予測システムの導入（最大３６時間先までの予測） ■河川監視カメラ及び水位計の増設

佐治町高山8/15午後１時佐治町福園8/15午後１時

H31～R2にかけて延べ１４回地元説明等を実施

放送文についてもより切迫感のある内容に変更している。

佐治町福園8/15午後１時点の予測状況

予測
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気 象 概 況【令和５年８月１５日 台風第７号】

【気象、避難情報の発令状況】

・８月１５日１６時４０分に大雨特別警報（浸水害）が発表され、鳥取市内全域に「緊

急安全確保」を発出（16時40分は緊急放流開始時刻と同時刻）

・県内東部～中部にかけて線状降水帯が発生

【台風第７号の進路】

台風第７号は、８月１５日夕方に本県に最接近し、台風

の発達した雨雲により記録的な大雨となった。

日降水量が年間を通じて1位を更新した地点

大雨特別警報 ⿃取市北部・南部で発令
土砂災害警戒情報 12地域で発令（11市町）
大雨警報 ⼟砂災害︓最⼤15市町

浸水害︓最⼤13市町村
暴風警報 全市町村に発表
線状降⽔帯の発⽣(顕著な大雨情報) 県内東部〜中部にかけて発⽣(8/15 7:40~9:00)
記録的短時間大雨情報 ⿃取市、八頭町、三朝町で観測

降水量（mm/日）地点名市町村名

515.0佐治（サジ）鳥取市

485.5鹿野（シカノ）鳥取市

307.0智頭（チズ）智頭町

225.5鳥取（トットリ）鳥取市

１時間降水量が年間を通じて1位を更新した地点

降水量（mm/h）地点名市町村名

97.5佐治（サジ）鳥取市

佐治観測所 鳥取観測所

最大時間降水量：９７．５ｍｍ
日降水量：515.0mm

日降水量：225.5mm

線状降水帯発生状況特別警報・土砂警戒情報発令状況

岡山県

島根県

兵庫県

広島県

【鳥取県の場合】 台風が
県の東を通過するときは雨台風
県の西を通過するときは風台風 となる

▲大山

鳥取砂丘

▲大山

鳥取砂丘

佐治川ダム
佐治川ダム

県庁
県庁

令和５年台風第７号に係る気象概況
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ダム水位

サーチャージ水位

洪水期制限水位

但し書き操作（緊急放流）開始水位

流入量

放流量

洪水流量

6:35
流入量＞洪水流量
（洪水調節開始①）
流入量に応じ放流量の引き上げ操作を開始

6:50 流入量ピーク①
156.6m3/s

7:20
流入量＜洪水流量（無害放流量）
（洪水調節終了）
無害放流量を目安に放流量の引
き下げ操作開始
※洪水期制限水位を目標 7:20

流入量＞洪水流量（無害放流量）
（洪水調節再開始②）
段階的に放流量の引き上げ操作を開始

9:30
流入量＜洪水流量
（洪水調節終了）
無害放流量を目安に放流量の引き
下げ操作を開始
※洪水期制限水位を目標

12:40
流入量＞洪水流量（無害放流量）
（洪水調節再開始③）
段階的に放流量の引き上げ操作を開始

8:15
流入量の増加のため10時頃からの緊急
放流の可能性を通知

14:20
17時頃からの緊急放流の可能性を通知

15:20
16時30分頃からの緊急放流を予告

16:40
緊急放流開始

17:30 ピーク水位
398.0m

17:30
放流量ピーク225.2m3/s

19:41
緊急放流終了

19:41
緊急放流終了のため、以
降、流入量に応じた放流
量の引き下げ操作を開始

22:20
流入量＜洪水流量（無害放流量）
（洪水調節終了）
無害放流量を目安に放流操作開始
※洪水期制限水位を目標

緊急放流時間（約３時間）
ダム標高水位（ｍ） 放流量・流入量（m3/s）

１５日

5:20
放流開始

放流開始及び緊急放流予告等の放送サイレン

▼ サーチャージ水位（398.5ｍ）

▼ 但し書き操作（緊急放流）開始水位（396.5ｍ）

事前放流による洪水調節容量確保 16:10 流入量ピーク③
236.8m3/s▼ 洪水期制限水位（3８５．５ｍ）

▼ 洪水流量８０ｍ３/ｓ
のライン（無害流量）

▼ 計画最大放流量１７３ｍ３/ｓのライン

8:20 流入量ピーク② 266.7m3/s
放流量＞洪水量のため、以降、流
入量に応じた放流量の引き下げ
操作を開始

【令和５年台風第７号】ダム流入量・放流量・水位の変化とダム操作

計画最大流入量（３６５ｍ３/ｓ）
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ダム流入量予測と福園地区の状況

■８月１５日午後１７時３０分の流入量予測及び佐治川（福園）の流況 ■８月１５日午後１９時４０分の流入量予測及び佐治川（福園）の流況

※写真は午後２０時００のもの（午後１９時４０分欠測のため）

※ダム放流量ピーク時（17:30 225m3/s）

20



N

【凡例】
★ ： 被災箇所(車両通行不可)
☆ ： 被災箇所(車両通行可)

： 迂回路

発生日時：令和５年８月15日(火)時刻不明

発生場所：鳥取市用瀬町別府～佐治町栃原地内
発災概要：道路崩落、土砂流出など
被害状況：国道482号 L=22.0km

全面通行止 8/15 19時20分～
孤立集落あり

＜対応方針＞
・迂回路と応急復旧により車両交通を確保し孤立
集落解消を図る

・災害査定後、本格的な災害復旧工事に着手する

国道４８２号

もちがせ べふ さじ とちわら

佐治川・国道４８２号の被災箇所

佐治川→

←

千
代
川

佐治川ダム

※発生直後の資料 国道４８２号被災状況（令和５年８月１７日１１時 時点）

国道４８２号（鳥取市用瀬町別府～佐治町栃原）の被災箇所

21



検討経緯と協議会の概要

令和５年８月15日 台風第７号

令和５年８月31日 防災対策研究会（県内市町村の首長、関係機関が参加）

令和５年10月６日 令和５年台風第７号を踏まえた佐治川流域安全確保に関する協議（第１回）

＜会議出席者＞有識者（鳥取大学柗見特任教員、三輪教授）、国交省、森林管理署、気象台、
企業局、鳥取市関係課、県関係課

【有識者の主な意見】

●当時の降雨、河川増水状況等を考慮すると、緊急放流は非常に難しい判断のもとで行われた。
●ダム操作状況等を丁寧に住民に説明することが重要である。
●住民の行動にリンクするよう、「受け手（住民）の理解」についても考えるべき。

令和５年11月17日～12月９日 佐治川流域住民との意見交換、ヒアリング（集落毎に計10集落107名）

令和６年 ２月28日 令和５年台風第７号を踏まえた佐治川流域安全確保に関する協議（第２回）

【有識者の主な意見】
●今後の取組は行政だけではなく、自主防災会や自治会の活動を通じて住民も自分事の意識

をもって一緒に連携して進めていくことが効果に繋がる。
●住民が自ら流域を守っていくという機運を高めた取組も推進してほしい。
●ロードマップの取組は他のダム下流域でも活用できるので、是非実現していただきたい。

（２）佐治川流域安全確保に関する検討経緯と協議会の概要
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佐治川ダム下流部の浸水想定区域図と意見交換対象集落状況

＜意見交換の開催状況＞

佐治町尾際

佐治川
千
代
川

佐治町河本

佐治町加瀬木

佐治町下加瀬木

佐治町森坪

佐治町渕尻

佐治町古市 佐治町上葛谷 佐治町葛谷

用瀬町別府

用瀬町古用瀬

佐治川ダム

佐治川ダム下流部における浸水想定図
（想定最大規模）【令和３年６月公表】

①

①

②

②

③

③ ④

④

⑤ ⑥

⑤

⑥
⑦

⑦

合計
別府

・古用瀬
葛谷古市森坪渕尻下加瀬木加瀬木河本尾際集落名

－11月22日11月21日12月2日11月29日11月19日11月17日11月18日12月9日11月25日実施日

１０７名６人１５人１１人９人１０人１０人１７人１８人１１人参加人数 23



地元との意見交換において抽出された主な課題

＜Ⅰ 防災意識＞
⇒居住環境により地区内の防災意識に温度差があった。

＜Ⅱ 避難所、避難路＞
⇒安全な避難施設が乏しく、避難施設までの主要避難路も脆弱である。

＜Ⅲ 防災情報発信、ダム情報の周知＞
⇒防災情報、ダム情報が十分に伝わっていない。

＜Ⅳ 緊急時の情報伝達、安否確認＞
⇒当日、在宅・不在がわからず、安否確認ができない。
⇒家屋内ではダム放送サイレン等の内容が聞こえにくい。

＜Ⅴ ダム操作・河川整備等＞
⇒緊急放流、事前放流、維持浚渫等のダム機能・操作方法が浸透していない。

また、河道掘削の継続実施が必要との意見があった

それぞれの課題に対し、有識者・関係機関と意見交換しながら、改善策のとりまとめた。

（３）地元との意見交換において抽出された主な課題
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課題への対策内容と今後の予定

＜対策内容＞
①防災情報発信、ダム情報のわかりやすい発信（WEBサイトの構成改善等）【実施中】
②家屋倒壊危険ゾーンの公表・わかりやすい発信（文書配布等）【実施中】
③ダム管理者から地元代表者へのホットラインの構築【実施中】
④集落内の避難体制（マイタイムライン）、情報伝達、備蓄の確認【継続実施】
⑤防災訓練、防災アプリ活用、避難所設備の充実の推進【継続実施】
⑥優先順位を考慮した河道掘削の推進【継続実施】
⑦ダム放送サイレンの見える化、直接伝達の検討【今後検討】
⑧広域避難路の確認・改善【一部実施中】
⑨ダムを軸とした住民の防災意識向上を図る（イベント実施等）【今後検討】

＜今後の予定＞
①鳥取市等の関係機関（鳥取市）と具体策検討、役割分担について再確認【実施中】
②安全確保の検討結果、今後の対策について地元説明【今後検討】
③中長期的な対策の実施スケジュール等の調整及び実行【今後検討】

（３）課題への対策内容と今後の予定
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（４）佐治川流域安全確保のロードマップ
長期（３年以上）中期（概ね３年）短期（概ね１年）項目

Ⅰ 防災意識

Ⅱ 避難所、避難路

Ⅲ 防災情報発信、
ダム情報の周知

Ⅳ 緊急時の情報伝
達、安否確認

Ⅴ ダム操作・河川
整備等

★ その他

集落の防災活動の支援

防災情報の積極的な情報発信

広域避難路の状況確認、バイパス整備等の検討

指定避難所以外の安全な一時避難所の確保（集会所や個人宅等）

避難者のニーズに即した備蓄品の提供体制の構築 等

早期や分散避難の呼びかけ等

WEBサイトの工夫・ダム管理回覧等

家屋危険倒壊ゾーンの公表

安否確認等の取組支援

「音声告知端末」を通じたダム放送の検討

放送サイレン内容の周知

地元とのホットラインの構築検討

放送サイレンの見える化（多色パトライトの設置等）の検討

ダムの構造・機能・操作方法の周知

早期の事前放流 気象予測と流入量予測システムの精度改善

災害復旧の推進と施設弱部の機能強化の検討、及び河道掘削の実施

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

以降継続

防災意識の向上×ダム機能の周知×防災訓練×ダムの魅力発信＝流域の防災力向上

流域の特徴でもある「ダムを基軸とした、コミュニケーションの場の創造と提供の取組」の推進

以降継続

以降継続
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令和５年出水における市町の対応状況
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令和５年台風７号に係る鳥取市の概況

８月１５日
０４：３４ 鳥取市に大雨警報（土砂災害・浸水害）、洪水警報、暴風警報発表

市災害警戒本部 警戒配備
０５：３５ 市災害対策本部 第一配備
０８：０７ 市災害対策本部 第三配備 （全庁的な災害対応）
８月１７日
０５：００ 市災害対策本部 第一配備 （土砂災害警戒情報解除による）
８月２１日 市対策本部体制 第一配備解除

災害復旧・復興本部へ移行

鳥取市職員の
配備体制

〇 鳥取市佐治町で24時間総雨量５１５ミリを記録（観測史上1位）
〇 佐治川ダムの貯水量の基準値を超えたことによる緊急放流
〇 鳥取市全域に大雨特別警報発表（８月１５日１６時４０分）

特記事項

計８回
高齢者等避難 ×３
避難指示 ×３（緊急安全確保からの変更を含む）
緊急安全確保 ×２
・ 佐治川ダム緊急放流に伴う発令（佐治川流域対象地域）
・ 大雨特別警報発表に伴う発令（鳥取市全域）

避難情報の発令

６５か所 （同時開設６３か所）開設避難所

７２０世帯 １，９３４人 （ピーク時１，１３４人）避難世帯総数

①河川 94か所 ②道路 115路線、３０７か所
③農業用集落排水パイプライン 破断１０か所

被害状況

対象世帯：８４２ 対象住民：１，７９９孤立集落

【鳥取市】
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鳥取市全域への避難情報
１ 振り返り

８月１５日
１６：４０ 【鳥取市北部・南部】大雨特別警報（浸水害）発表
１６：４０ 「緊急安全確保」発令 （鳥取市全域）

≪防災無線放送≫「今すぐ、高い場所に避難せよ。命を守る行動をとれ。」

３ 処置・反映事項２ 問題点、課題等

気象情報のあり方について鳥取市の
気象情報（細分化）を気象台と協議

〇 鳥取市の気象情報区分
鳥取市「北部」「南部」
広域かつ地形の形態等により、区分内に

おいても天候・気象に差
⇒現況は一律の気象警報を発表

・ 鳥取市防災情報統合管理システム導入

・ 防災マップ、防災訓練等を通じ、「自助」
「命を守る行動」について周知、啓蒙を
図る

〇 避難情報発令
・ 命令口調による放送は、市民の避難
行動を後押し
・ 避難情報の伝達手段拡充に伴う発信
作業工程の増加
・ 緊急安全確保発令に対し、住民の一部
に避難要領に戸惑うなどの混乱発生

令和５年台風７号の対応①
【鳥取市】
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佐治川流域の被害状況
１ 振り返り

８月１５日
１６：１７ 佐治川ダム緊急放流のため、「緊急安全確保」発令
１６：４０ 佐治川ダム緊急放流開始 ⇒ 道路、高山橋崩落等

佐治町の孤立集落
国道４８２号線、県道小河内加茂線の土砂流出による通行不能

１７：３０ 尾際、中、栃原、加瀬木、高山、津野、福園、畑、つく谷、河本、余戸、加茂 （１２）
２１：４５ 小原、葛谷、刈地、津無、古市、大井、森坪 （７）

３ 処置・反映事項２ 問題点、課題等

・ 防災ラジオ・アプリ等、各種情報伝達手段
の普及、啓発
・ 令和5年１１月～１２月、佐治川沿いの１１
集落と意見交換（県・市）

〇 佐治川ダム緊急放流
・ 防災無線が聞こえないなど、連絡が
伝わりにくい状況
・ 行政として住民の主体的な避難支援の
あり方

・ 通信事業者との連携、働きかけ

・ 物資輸送手段（ドローン運用等）

・ 道路管理者との連携に加え、事前伐採等
の取り組み

〇 孤立集落対処
・ 固定電話、携帯電話の不通
・ 集落への物資輸送手段に制約
（車両移動不可⇒徒歩移動、二次被害の
おそれ）
・ 移動経路が一本道の集落の通路確保

令和５年台風７号の対応②
【鳥取市】
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